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障がい者の「働きやすさ」を創出する組織的要因とは何か：N.ルーマン理論

を援用した特例子会社の実証分析 

 

 
○宮本将雄（矢崎総業株式会社），藤田正典（立命館アジア太平洋大学） 

 

 
1. ははじじめめにに 

日本における障がい者雇用は、法定雇用率制度および特例子会社制度の導入により、量的には着実に

拡大してきた。しかし、当事者にとっての「働きやすさ」や「キャリア形成の可能性」といった質的

側面は依然として課題が残されている。特例子会社は法制度の枠組みに基づき設立されるが、企業ご

との理念、制度運用、組織文化により大きな差異がみられる。こうした背景から、本研究は特例子会

社 599社を対象としたデータ分析を通じて、障がい者の働きやすさを規定する組織的要因を明らかに

する。また、ルーマンの社会システム論を用いることで、企業が外部制度や社会的期待をどのように

内部化し、自己再生産的に「働きやすさ」を生成するのかを理論的に捉えることを目的とする。 

 

2. 先先行行研研究究 

国際的には、世界保健機関（2011）が『世界障害報告書』で、障がい者の労働参加を阻害する物理

的・制度的・文化的要因を指摘し、単なる雇用機会の確保にとどまらず、職場の質的改善を課題とし

て提示している。国際労働機関（2015）は「ディーセントワーク」の枠組みの中で、障がい者にとっ

ての雇用が賃金や待遇の平等に加え、キャリア形成や主体的役割の付与といった質的側面を含むこと

を強調した。OECD（2010）は、社会保障制度と企業の人事制度の相互作用が雇用の持続性や働きやす

さに直接影響することを明らかにしている。 

日本国内では、障害者職業総合センター（2021）の調査では、多くの障がい者が合理的配慮を必要と

しているが、遠慮や不安から職場に申し出ないケースが多いことが報告されている。このことは、制

度的な枠組みだけでなく、相談できる職場風土の重要性を示唆する。また、連合総研（2020）の報告

は、労働組合が通勤・勤務条件の調整や「心のバリアフリー」推進を通じて、合理的配慮と企業文化

の両面で役割を果たしていることを明らかにした。さらに、内閣府（2024）は合理的配慮を「個別的

調整」と定義し、対話を通じて社会参加を保障する重要性を強調している。丸山（2021）は、上司や

同僚の支援行動が職場定着に直結することを整理し、内閣府経済社会総合研究所（2021）は分離型雇

用の限界を指摘し、統合型への移行可能性を論じている。以上の知見は、本研究の制度的・理念的コ

ミットメントの二軸に接続される。 
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これらの先行研究から、障がい者雇用の量的拡大は一定の成果を収めているものの、働きやすさの質

的側面は依然として制度設計や組織文化、理念の浸透度に大きく左右されることが分かる。本研究の

「制度的コミットメント」と「理念的コミットメント」の二軸は、これら先行研究を統合的に整理す

る新たな枠組みとして有効である。 

 

3. 理理論論的的枠枠組組みみ 

ニクラス・ルーマンの社会システム論は、組織を「コミュニケーションの連鎖によって自己を再生産

するオートポイエーシス的システム」として捉える。組織は環境から直接的に決定されるのではな

く、環境からの刺激を自己のコードやプログラムに照らして意味づけ、応答する。 

制度的コミットメントは、外部制度や法規制と組織を結びつける「構造的カップリング」に相当す

る。法定雇用率やもにす認定、えるぼし認定といった仕組みは、企業に雇用の枠組みを継続的に意識

させ、内部に雇用をテーマ化する契機を提供する。 

一方、理念的コミットメントは、組織のコードやプログラムを再編し、障がい者雇用を「効率／非効

率」という基準だけでなく、「包摂／排除」といった新たな意味体系で処理することを可能にする。

CSRや DEIの発信、トップメッセージなどがこれに該当し、理念が浸透することで、障がい者雇用は企

業の社会的責任や価値創造と接続される。 

制度と理念の両輪が揃った場合、外部刺激と内部変容が相互補完し合い、企業内で「働きやすさ」に

関するコミュニケーションが持続的に再生産される。逆に、どちらか一方が欠ける場合には、制度の

形骸化や理念の空文化を招く危険がある。 

 

4. 研研究究方方法法 

本研究では、全国 599社の特例子会社を対象に、ウェブサイト、CSR報告書、厚生労働省の認定情報、

外部評価データなど一次公開情報を収集し、独自のデータセットを構築した。データ収集にあたって

は、各社の事業概要、外部認定の有無、理念発信の頻度・内容を抽出し、さらに障がい者の役割や業

務内容に関する記述を整理した。 

障がい者の「働きやすさ」を数量化するために、独自に二つの指標を設定した。第一に「主体性スコ

ア」は、障がい者社員が自ら業務を提案・改善する機会や、意思決定に参画する度合いを示すもので

ある。企業の公開情報において、当事者の発言や提案が紹介されている頻度、インタビュー記事の有

無などを手がかりに評価した。第二に「本業関与度スコア」は、障がい者社員が補助的業務にとどま

らず、企業の中核業務（製造、営業、設計支援など）にどの程度従事しているかを示すものである。

各社の事業報告や CSR資料から、本業との関連性を分析し、相対的な水準を数値化した。これら二つ
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のスコアを組み合わせることで、障がい者の働きやすさを「制度的基盤の整備」と「理念的実践」の

双方と結び付けて検討することが可能となる。 

  

5. 分分析析結結果果 

本稿では、特例子会社における障がい者の「働きやすさ」を創出する組織的要因を多角的に分析する

ため、独自の分類枠組みを導入する。具体的には、企業の障がい者雇用に対する姿勢を「①制度的コ

ミットメント」と「②理念的コミットメント」という 2つの軸で捉える。 

前者は、えるぼし認定に代表されるような外部からの客観的な評価の取得状況、すなわち制度・仕組

みの整備度を指す。後者は、企業理念やビジョンを通じて障がい者雇用への積極的な意志を外部に発

信している度合い、すなわち理念・ビジョンの発信度を指す。この 2軸のマトリクスにより、対象企

業群を以下の 4類型（タイプⅠ〜Ⅳ）に分類し、それぞれの特徴と「働きやすさ」創出のメカニズム

について考察を深めていく。 

タイプ I：制度も理念も強い（両立型）：61社 

タイプ II：制度は強いが理念は弱い（制度偏重型）：42社 

タイプ III：制度は弱いが理念は強い（理念重視型）：133社 

タイプ IV：制度も理念も弱い（消極型）：363社 

タイプ I企業では、制度と理念の両面で高い水準を維持しており、障がい者社員が本業に深く関与す

る事例が多数確認できた。例えば、ある大手製造業の特例子会社では、障がい者社員が製品検査や設

計補助、営業支援など多様な業務に従事し、その成果が CSR報告書や社内広報誌で紹介されていた。

こうした取り組みは単なる制度遵守にとどまらず、理念として「共生社会の実現」を明示的に掲げ、

経営層から現場まで一貫して浸透させることによって支えられていた。この類型では主体性スコア、

本業関与度スコアともに高く、キャリア形成や昇進機会の存在も報告され、働きやすさが多角的に実

現されていた。一方、制度のみが強調され理念的基盤の弱いタイプ IIは、法的遵守や制度導入が進ん

でいるにもかかわらず、現場での働きやすさは限定的であった。制度と理念の双方が低いタイプ IVは

最もスコアが低く、短期的・補助的業務に偏り、当事者のキャリア展望を阻害していた。 

 

6. 考考察察 

タイプ I企業は、外部制度と理念的支援の双方を活用し、雇用を効率性のみならず社会的価値として

再定義することに成功していた。ルーマンの理論で言えば、外部制度との「構造的カップリング」を

理念的プログラムが媒介し、組織のコードを「効率／非効率」から「包摂／排除」へと拡張すること

で、働きやすさに関するコミュニケーションがオートポイエーシス的に再生産されていた。 
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タイプ II企業では、制度的認定の取得や法的遵守は徹底されているが、理念的支援の欠如により、働

きやすさの生成が限定的であった。ルーマン的にみれば、外部からの刺激を受けても組織内部で意味

づけが進まず、制度が形式的なものとして停滞していた。これは日本的企業文化における「遵法主

義」「外形的整合性」への偏重と親和的であり、理念の空文化が制度形骸化と相互に強化し合う悪循

環を生んでいた。 

タイプ III企業は、理念的コミットメントによって新たなコードを生成し、障がい者の主体性や本業

関与を促進していた。ただし制度的基盤を欠くため、取り組みが個別企業の裁量に依存し、再現性や

普遍性の欠如が課題となっていた。ルーマン的にはコードの再編が一時的に成功しても、外部制度と

の安定的なカップリングがなければオートポイエーシス的再生産が持続しにくいことを示している。 

タイプ IV企業では、制度的・理念的双方が不足しており、外部からの刺激が内部で意味づけられず、

働きやすさを生み出す回路が欠如していた。これは、ルーマンが指摘する「環境からの刺激を意味づ

けられないシステム」の典型であり、障がい者雇用が一時的・形式的にとどまる要因となっていた。 

全体として、制度と理念の相互補完が不可欠であり、日本的企業文化における制度順守傾向と理念浸

透の弱さが類型差に大きな影響を与えていることが確認された。今後は、制度と理念の両立を通じて

「働きやすさ」が組織の自己再生産に組み込まれる仕組みをいかに構築するかが課題である。 

 

7. 結結論論とと今今後後のの課課題題 

本研究は、特例子会社 599社を対象に、制度的コミットメントと理念的コミットメントの二軸から働

きやすさの組織的要因を分析した。その結果、両軸を統合的に高めることが障がい者の主体性や本業

への関与を促進するうえで重要であることが明らかとなった。 

実務的には、(1) 外部認定を単なる制度遵守で終わらせず理念と結び付けて運用すること、(2) 企業

理念をトップメッセージや教育を通じて浸透させること、(3) 障がい者を補助的業務に限定せず中核

業務に統合する職務再設計を行うこと、(4) 障がい者雇用の取り組みを社外に積極的に発信すること

で信頼を高めること、の 4点が推奨される。 

学術的貢献として、本研究はルーマンの社会システム論を援用し、制度と理念の相互作用を「働きや

すさ」の生成メカニズムとして提示した点に意義がある。今後の課題として、縦断的調査による因果

推定、国際比較研究による制度環境の差異の検証、質的データを活用したコミュニケーションの詳細

分析が挙げられる。これらを通じ、理論と実務の架橋をさらに強固にしていくことが期待される。 
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